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第第第第３３３３章章章章    計画計画計画計画のののの基本指針基本指針基本指針基本指針 

本計画において、基本理念を共有しながら障がい者施策の推進を図るため、次の７

つの基本目標を設定するとともに障がい福祉サービスの基本的な考え方に基づき、福

祉サービスを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 計画の基本目標 

（１）ノーマライゼーションの推進 

誰もが住み慣れた地域で、安心してその人らしい生活が送れるよう、ノーマラ

イゼーションの理念に基づき、市民がお互いに尊重しあい、差別や偏見のない地

域社会を築いていくことが重要です。 

そのためには、「障がい」についての正しい知識を広め、障がいのある人に対

する理解をさらに深めていくため、福祉教育やさまざまな機会を通じての広報・

啓発活動の推進に努めます。 

 

（２）福祉サービス及び地域生活支援の充実 

障がいの重度化、当事者や介助者の高齢化、社会参加の進展などにより、必要

とするサービスも多様化しています。 

障がいのある人の地域生活を支えるためには、生活支援体制の整備、福祉サー

■その人らしく暮らす｢自己選択｣｢自己決定｣の尊重 

■地域生活を支える（自助・共助・公助） 

基本理念 
 

誰もがふれあい、支えあい、助けあい、 

 

共に生きる福祉のまちづくり 

ノーマライゼーション 

リハビリテーションの推進 
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ビスの量的・質的な充実を図っていくとともに、家族を含めた相談支援や権利擁

護など、生活支援事業の推進に努めます。 

また、障がいのある人の文化・スポーツ・レクリエーション活動に対する支援

や生涯学習の機会の確保を図ります。 

障がいのある人に福祉サービス等の必要な情報が適切に伝わるように、さまざ

まな媒体を通して、情報提供を図ります。 

 

（３）人にやさしい安全・安心なまちづくり 

障がいのある人はもとより、誰もが安心して快適な生活が送れるよう、すべて

の人にやさしいまちづくりを進めます。 

障がいの特性に配慮し、※ユニバーサルデザインによる福祉のまちづくりを進

め、安全・安心な環境の整備を図ります。また、生活圏拡大のための移動手段を

確保し、障がいのある人の社会活動を促進します。 

さらに障がいのある人が安心して生活を送れるよう、防災・防犯体制の充実を

図り、情報伝達や災害時の救援・救助体制の整備を図ります。 

 

（４）個性に応じた保育・教育・学習の充実 

障がいのある子どもたちが、安心して地域の中で生活していくためには、自立

と社会参加に必要な能力を培うための教育が重要です。障がいの特徴や状況に応

じたきめ細やかで適切な支援のために、乳幼児期から学校卒業まで一貫した教育

や療育を行い、教育的支援の充実に努めます。 

 

（５）就労の促進 

仕事を持つということは、社会的・経済的に自立するための大きな条件と考え

られます。また、働くことの喜びが生きがいにつながることもあります。 

障がいのある人の雇用の促進については、企業や関係機関等の支援体制の整備

を図ります。 

 

 

 

 

 

 

ユニバーサルデザインとは 

 ユニバーサルデザインは、障がいの有無、年齢、性別、人権等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよう 

都市や生活環境をデザインする考え方。 
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（６）障がいの早期発見と地域リハビリテーション体制の充実 

障がいの原因となる疾病の予防とともに、早期発見・早期治療のために、各種

健康診査等を実施し、障がいの特性を踏まえた個別のニーズの対応に努めます。 

さらに、高齢化に伴うさまざまな疾病等への対応を含め、※ライフステージに

応じた保健・医療、リハビリテーション等の充実とともに、関係機関との連携を

図りながら保健・医療サービスの適切な提供や相談体制の充実を図ります。 

 

（７）情報の収集・管理 

障がいのある人の福祉サービス等の利用を促進するためには、適切な情報提供

が不可欠です。それぞれの障がいの状況に応じた、当事者が利用しやすい情報媒

体を通じた情報の提供に努めます。 

また、インターネットを活用したホームページによる情報提供の充実に努めま

す。 

今後もサービス利用や社会参加に有効な、活用できる情報をタイムリーに提供

できるよう推進します。 

 

 

２ 障がい福祉サービス 

（１）自己決定と自己選択の尊重 

ノーマライゼーションの理念のもと、障がいの種別や程度を問わず、障がいの

ある人が自らその居住する場所を選択し、その必要とする障がい福祉サービスや

その他の支援を受けつつ、障がいのある人の自立と社会参加の実現を図っていく

ことを基本として、障がい福祉サービスの提供体制の整備を推進します。 

 

（２）地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス提供体制の整備 

障がいのある人の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった

課題に対応したサービス提供体制を整えるとともに、障がいのある人の生活を地

域全体で支えるシステムを実現するため、身近な地域における関係団体等（市内

福祉組織、※ＮＰＯ等）による支援の提供等、地域の社会資源を活用し、提供体

制の整備を推進します。 

 

ライフステージとは 

 生活段階又は人生段階のこと。 

 

ＮＰＯとは 

 非営利組織と直訳され、営利を目的としない団体の総称。 
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基本理念 基本目標 施策の方向性 

（１）啓発、広報活動の推進 

（４）ｽﾎﾟｰﾂ･ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ･生涯学習活動の促進 

（１）保育体制の充実 

（２）ボランティア活動の推進 

（１）相談支援体制の充実 

（２）障がい福祉サービスの充実 

（３）地域生活支援の充実 

（１）就労への支援 

（１）生活環境の整備 

（２）防災、防犯体制の整備 

（２）教育の推進 

（２）経済的自立の支援 

（１）障がいの早期発見、療育体制の充実 

（２）障がいのある人の健康づくり 

（３）保健医療等関係機関との連携 

（１）情報提供の充実 

（２）コミュニケーション支援体制の充実 

誰
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１ ノーマライゼーション 

の推進 

２ 福祉サービス及び 

地域生活支援の充実 

３ 人にやさしい安全・ 

安心なまちづくり 

４ 個性に応じた保育・ 

教育・学習の充実 

 

５ 就労の促進 

６ 障がいの早期発見と 

地域リハビリテーショ

ン体制の充実 

 

７ 情報の収集・管理 

３ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


